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平成 23年4月 24日

関係団体御中

厚生労働省災害対策本部事務局

福島県内からの患者の受入れについて(再依頼)

東日本大震災に関し、平成 23年3月 18日付けで、貴団体の関係医療機関に対し、福島

県内からの患者の受入れについてご協力いただきますようご連絡差し上げたところです。

平成 23年 4月 22日に、住民の皆さんに計画的な避難をお願いする「計画避難区域」と

緊急時の待避その他の避難の準備が必要な「緊急時避難準備区域」が設定されましたが、

下記のとおり、これまでと同様に患者の受入れにご協力いただきますよう改めてお願い申

し上げます。

① これらの区域からの患者を受入れたとしても患者や職員等に健康上の影響が生じるお

それはないこと

② 受入れに際し、放射線の除染証明書を提示することなどを条件として付さないこと

③放射線の影響等に関する資料は下記ホームページを参考にすること

(参考)

首相官邸 HP r各省等の放射線モニタリングデータの公表状況についてJ

httn://www.kanteuw.in/saie:ai/monitoline:.htrnl 

法務省 HPr放射線被曝についての風評被害等に関する緊急メッセージ」

httn://www.IDoi.e:o.in/JINKEN/iinken04 00008.html 
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